
1 

会  議  記  録 

会 議 名 称 
杉 並 区 環 境 清 掃 審 議 会 

第 ３ 回 計 画 改 定 検 討 部 会 

日 時  平成２９年６月２７日（火）午前９時３０分～午後０時０５分 

場 所  区役所 第３・４委員会室（中棟５階） 

出 

席 

者 

委 員 名 

竹内副部会長、岩渕委員、植田委員、岡村委員、金野委員、清水委員、 

内藤委員、松木委員、六車委員、山﨑委員 

 

（１０名） 

区 側 

環境課長、ごみ減量対策課長、みどり公園課長、 

杉並清掃事務所長 

 

傍 聴 者 数  ０名 

配 

付 

資 

料 

等 

事 前 

 部会資料① 気候変動の影響への適応計画について 

 部会資料② 主要交差点交通量 

 部会資料③ 環境目標と達成状況 

 環境基本計画改定作業シート Ａ～Ｃ 

 第２回計画改定検討部会意見メモ 

当 日 

 席次表 

 次第 

 杉並区一般廃棄物処理基本計画の改定について（案） 
会 

議 
次 
第 

 １ 議題 

  （１） 杉並区環境基本計画の改定について 

 ２ その他 

   ○次回開催予定 
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 第３回計画改定検討部会発言要旨 平成２９年６月２７日（火） 

発言者 発言要旨 

環 境 課 長  おはようございます。 

 空梅雨かと思っていたらようやく梅雨らしい天気になってきて、今日もじめじ

めして蒸すところですが、今日も早朝から皆様お集まりいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 定刻になりましたので、杉並区環境清掃審議会の第３回計画改定検討部会を開

催させていただきます。 

 本日は、定数の過半数を超える９名の委員の皆様に出席いただいておりますの

で、検討部会は有効に成立していることをご報告いたします。 

 なお、本日ですが、部会長が体調不良ということでご欠席です。本日の進行は

職務代理の副部会長にお願いしたいと思います。 

 まずは開会宣言をお願いいたします。 

副 部 会 長  おはようございます。職務代理を務めさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、ただいまから第３回計画改定検討部会を開会いたします。 

 早速ですが審議に入りたいと思います。 

本日の進行等について、事務局からご説明をお願いいたします。 

環 境 課 長  まず、皆様に事前にお送りいたしました資料の説明をさせていただきます。 

 前回の検討部会で適応計画というものはどういうものだというご質問がありま

したので、「資料① 気候変動の影響への適応計画」をご用意しました。１枚目

は、概略をまとめたものでございます。２枚目が「国の気候変動の影響への適応

計画について」、その裏面には、東京都の適応策、それから３枚目には足立区と

目黒区の気候変動への適応策について記載があります。 

 この議題になったときに少しだけ私が皆様にお話をした記憶があるのですが、

「杉並区は何をやっているのですか」という質問がありまして、例えば、河川の

改修によって水害を防ぐとか、あるいは、ヒートアイランドに対応するためのさ

まざまな施設の取り組みとか、そういった公共部門の取り組みについてお話をし

たところです。改めて私も東京都、それから他区の状況を見ましたらやはり同様

のようなことが書いてありました。 

 もう一つ最近の特徴としては、例えば足立区の指標に熱中症で搬送される患者

数というのがあります。地球温暖化や異常気象などによって気温が上がり、熱中
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症で搬送される方が都内で結構見られる。ですから、ヒートアイランド対策とい

うような流れでそれを一つの指標にしている区もあるということがわかったとこ

ろです。 

 続きまして、「資料② 主要交差点交通量」、カラーでグラフを印刷したもの

です。こちらの資料につきましては、前回、杉並区においてはエネルギー消費量

が減少している、中でも運輸部門が減少しているよねという議論がありました。

参考までに統計データなどを使い作成した資料です。 

 交通量ですが、いずれの調査地点でも交通量が減っています。それから、参考

ですが、裏面の自動車保有台数も少し減ってきています。 

 最後に「資料③ 環境目標と達成状況」です。これは現行計画の目標値を一覧

にしたもので、平成28年度につきましては実績がまだ未確定なものがありますの

で空欄です。これから環境基本計画としてまとめていくため、皆様のご意見も集

約させていただく参考として改めて一表にしたものです。 

 次に、「作業シートＡ、Ｂ、Ｃ」というＡ３の横刷りのものを皆様にお渡しし

ています。作業シートＡは、これまでご議論いただいた基本目標Ⅰに関する資料

で、区の考え、それから皆様のご意見、そういったものを取りまとめたもので

す。これは今日の会議の終わりにもう一度復習をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 今日のメーンテーマですが、環境基本計画の基本目標ⅡとⅢについてご議論を

いただくことになっていますので、作業シートＢ、こちらが基本目標Ⅱです。そ

れから、作業シートＣは基本目標Ⅲについてです。 

 それから、お配りした資料で５月17日という日付が入っているもの、これは前

回のこの検討部会での発言メモです。 

 以上が送付させていただいた資料です。 

 なお、本日、席上に配付させていただきました資料につきましては、「一般廃

棄物処理基本計画 答申（案）」ということでおつくりしたものです。これは会

議の最後にご説明させていただきます。 

 続きまして、本日の進行でございますが、はじめに、おおむね２時間程度かけ

て先ほど申し上げました基本目標ⅡとⅢについてのご論をお願いしたいと思いま

す。 

 使用する資料は作業シートＢとＣ、それから、第１回の検討部会で配付させて

いただきました「環境基本計画改定の検討資料」です。基本目標ⅡとⅢの検討が
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一段落つきましたら、先ほど申し上げた作業シートＡに戻って、基本目標Ⅰに関

するこれまでの検討内容を確認していただき、追加のご意見などがあればお伺い

したいと思います。 

 そして、最後に、一般廃棄物処理基本計画の改定に関する審議会答申に向けた

確認とお願いをさせていただきます。 

 本日は、こういった手順で進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

副 部 会 長  ありがとうございました。 

 まず、資料①に関しては、基本目標Ⅱ、Ⅲが終わって、基本目標Ⅰの検討に入

る段階で少し触れるという形でしょうか。資料②の交通量に関しては、エネルギ

ーが下がっていた理由が、交通量がひょっとすると減っていることからなのかも

しれないという、裏づけのようなものですかね。 

 それから、資料③はこれから基本目標ⅡとⅢの資料を検討していただくんです

が、そのときに実績としてどうなっているかというのを確認していただくという

ものになっているかと思います。 

 それから、先ほどの第１回の部会で配った「環境基本計画改定の検討資料」と

いうのは、多分、席上にはないかと思いますが、４月21日の第１回でお配りした

ものになっておりますので、お手元にお願いいたします。 

 それでは、基本目標Ⅰと廃棄物に関しては後ほど検討しますので、基本目標Ⅱ

とⅢについてお話を進めていきたいと思います。 

 では、基本目標Ⅱの検討に入りますので、事務局から資料の説明をお願いいた

します。 

環 境 課 長  では、作業シートＢをお手元にご用意いただきたいと思います。こちらは、環

境基本計画の基本目標Ⅱにある「区民の健康と生活環境を守るまちをつくる」を

検討していただくためにご用意いたした資料です。 

 「現状と課題」それから「取り組み方針と目標の欄」ですが、こちらは現行の

環境基本計画から抜粋した内容で、ページにつきましては環境基本計画の該当ペ

ージを記載しております。「新たな課題・意見」につきましては、事務局の案と

して記載をしたものです。 

 基本目標Ⅱにつきましては、東京都の環境基本計画との関連が深いために都の

目標などもあわせて示しております。 

 「新たな意見」というところは、現時点で考えているところを少し記載いたし
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ました。若干触れさせていただきます。 

 まず、「(1)自動車等に起因する大気汚染を防ぐ取組」です。何度か環境清掃

審議会の場でもお話が出たことがあるのですが、大気汚染については杉並区にお

いて環境基準を全てクリアしています。ただし、光化学オキシダントについては

クリアしていないという話を何度かさせていただいて、さらに委員からもご指摘

がありました。これは現在、非常に厳しい環境基準がとられておりまして、

0.06ppm以下に抑えるのを１時間単位で測定して、毎時間、それをクリアしてい

ないと環境基準をクリアしていないという仕組みになっています。聞くところに

よりますと、国の中央環境審議会が、この基準は現在に合わないのではないかと

いうのがあり、数値の見直しなどを検討しているように聞いております。 

 それで、東京都の環境基本計画2016というのがあります。これが東京都の最新

の基本計画ですけれども、このP.82目標のところの◆の３つ目ですが、2030年度

までに光化学オキシダント0.07ppm以下、新指針に準じて８時間値と変更しまし

た。中央環境審議会では答えが出ていないのですが、東京都は、そちらの動きを

見ながら独自に数字をつくって、0.06ppm以下で１時間値というのは非常に厳し

過ぎる基準なのでこの数字に変えてきたということを参考としてお話をいたしま

した。 

 杉並区といたしましては、◆の２つ目ですが、2020年度までに光化学スモッグ

注意報発令をゼロにというのがあるので、杉並区においてもこれを目標に設定し

たらどうかというような考えを持っております。光化学オキシダントにつきまし

ては委員の皆様、また、専門家の先生からもいろいろご意見をいただければと思

います。 

 それから、「(2)化学物質等の適正管理と水質汚濁を防ぐ取組」です。41ペー

ジと書いてある部分ですけれども、現在の目標値、適正管理化学物質の環境への

排出量１万㎏/年まで減らしますというふうにあります。こちらはＶＯＣと言っ

て、揮発性有機化合物のことを指しているのですが、これはガソリンスタンドと

か、クリーニング店などを対象に調査をし、さまざまな指導をしているものです

けれども、これが年々減っているので、8,000kg/年まで下げてもいいのではない

かという意見が、環境課で議論した中でありました。 
 ただ一方で、杉並区でＶＯＣというものが出てくる施設として一番多いのは、

ガソリンスタンドです。これが工場地帯であれば、たくさんのそういったものが

ターゲットになってくると思うのですが、杉並区はガソリンスタンドぐらいで
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す。そうすると、このガソリンスタンドの件数が何件あるかというのはデータを

持ち合わせていないのですが、それが増えればＶＯＣは増えてくるだろうし、減

れば減ってくるでしょう。ガソリンスタンドの数が減らなくても、例えば、社会

経済状況や車の性能向上によって、ガソリンの使用量が減ってくるとそれに影響

されるところもあるのではないか。 
 ですから、数値は出したほうがいいという意見と、これは社会経済状況に影響

が及ぼされるようなものもあるという意見があります。ここも皆様から率直なご

意見をいただきたいと思います。 
 それから、41ページと書いてある部分の※の２つめに、区内河川ＢＯＤ（生物

化学的酸素要求量）の基準値が書いてあります。これについて、東京都は「河川

のＢＯＤの環境基準は100％達成」という目標にしております。杉並区の1.0㎎/ℓ

というのは、かなり高い目標を掲げております。杉並区は、皆様ご承知のように

３河川あります。その３河川によって基準は違うのですが、1.0mg/ℓという少し

厳しい基準にしているところです。目標は高いほうがいいというのがありますけ

れども、余りにも実態とかけ離れているのはどうかというのも課内検討ありまし

た。ここも案としては東京都と同じように「河川のＢＯＤの環境標準100％を達

成する」という表記でもいいのではないかというのがありました。 

 少し飛ばしまして、「(3)その他の公害を防ぐ取組」でこれは騒音の関連で

す。46、47ページと書いてある欄をご覧ください。現在、騒音（区内測定ポイン

ト）の環境基準を達成しますと記載しておりますが、これは基本的に幹線道路の

騒音を測定しておりますので、わかりやすいように道路騒音の環境基準100％達

成というように記載をしたものです。一番右の欄には、昼間と書いてあります

が、これも意見はまとまっていないところで、昼間の環境基準、道路騒音は環境

基準をほぼクリアしているのですけれども、夜間はなかなかクリアできない。つ

まり、道路からの騒音以外がおさまった夜間に、幹線道路がございますので車が

走る、そうするとその音を拾うので、環境基準は非常にこれがクリアできないと

いうところがございます。それはどうなのかということを議論したのですが、こ

れも、数値目標をなくしてしまっていいのかという議論があり検討中ですので、

これも繰り返しで恐縮ですが、皆様のご意見をいただきたいと思っております。 

 作業シート２のご説明は以上です。 

副部会長、よろしくお願いいたします。 

副 部 会 長  ありがとうございました。 
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 基本目標Ⅱは公害関連で、皆様、余りなじみがないかと思います。その分、た

またまかもしれませんが、私が公害関係の仕事をしていたので多少の知見はござ

いますので、まずはご質問というか、何を示しているかよくわからないというこ

とがあるかと思うので、まず、そこからどうでしょうか。 

基本的なことでも構いませんので、ご意見、ご質問ございましたら挙手をお願

いいたします。 

Ｂ 委 員  質問ですが、光化学スモッグについてなんですが、都と合わせて0.07ppm以下

にしたとしたらば、現状の杉並の傾向では発令ゼロが見込める程度の状況なんで

しょうか。 

副 部 会 長  環境基準の大もとの文章を、簡単に読んでいただけませんか。たしか時間値で

したよね。平均じゃなくて。 

環 境 課 長  そうです。１時間値です。リアルタイムで測って、１時間の中でも平均しま

す。それが0.06ppm以下なのです。お手元の平成28年版環境白書（資料編）の16

ページ、17ページをお開きください。 

 こちらの16ページの上から２つ目の表、光化学オキシダントとあります。これ

を測定しているところが３か所、先ほど申し上げた環境基準は１時間値が

0.06ppm以下であるということで、その隣を見ていただきますと、一番右側の年

度平均値は、単純にこの数字を見ていただくとクリアしています。ところが非常

に厳しいのがその左隣なのです。環境基準適否を判定する値とありまして、この

１時間値が環境基準を超えた時間数、これがゼロにならないと今の国の基準では

クリアにならないのです。区役所前では、257時間0.06ppmを超えたのです。富士

見ヶ丘の放射５号線では370時間超えたということです。 

 一方で17ページをご覧いただくと、これは月別の平均値が出ているのですが、

下から４つ目に光化学オキシダントがあります。これは、平成27年度の月別で

す。これを見ていただくと、平均すると環境基準はクリアしているということで

す。こういったことがあって全国的にも同様の問題を抱えているので、中央環境

審議会で検討中と聞いておりますし、先ほどご案内させていただいた東京都が数

字を変えたということです。 

副 部 会 長  少し補足すると、今の16ページと15ページの環境基準というところに、光化学

オキシダントは「１時間値が」と書いてあります。でも、ほかのところを見ると

わかると思うのですけれども、「１時間値の１日平均値が」となっていると思い

ます。一酸化炭素であったり、ＳＰＭ（浮遊粒子状物質）であったり、前のペー
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ジのＮＯ２（二酸化窒素）もＳＯ２（二酸化硫黄）もそうです。ただ、この光化

学オキシダントだけは１時間値がという、非常に厳し過ぎるというか、そういう

状況です。 

 ただ、それは杉並で最初に見られた現象だと思うのですけれども、光化学スモ

ッグによって目がちかちかするとか気分が悪くなるというのが突発的なものなの

で、そこまでの厳しい状況で判断をするというものになっております。 

 ちなみに、光化学オキシダント濃度が0.120ppmを超えたら光化学スモッグ注意

報を発令するというのを都が判断して、よく小学校とか区役所でアナウンスが、

スピーカーからあると思うんですけれども、その判断をされているという状況で

す。 

 非常に数値で見ると現実的ではないので、ここで書いてあるような、光化学ス

モッグ注意報発令の回数をゼロにするというような目標設定に東京都のほうでは

一つ書いているわけです。それを受けて杉並区もそれにのっとったほうがいいん

じゃないかというようなご提案です。 

 どうぞ。 

Ｆ 委 員  ここにも書いてありますように、基準を超えた時間数はかなり多いですよね。

多分、先ほどのご質問の意味は、光化学スモッグが発令しませんかという意味な

んでよすね。例えば、さっき言った0.12ppmが基準であったとしても、それは平

均なのか、１時間値の値なのか、何にしても全く発令しない基準がどこなんでし

ょうかという意味だと思うんです。 

 だから、平均値とか何とかというのは、当然、杉並区も23区の中で一番なのは

わかっているんですけれども、光化学スモッグは発令しなくて済むんですねとい

う、大丈夫なんですかというご質問だと思うんですけれども。 

副 部 会 長  平成28年度の発令回数はどうですか。 

環 境 課 長  平成27年度のデータで恐縮ですが、杉並区は11回です。東京都全体では14回で

した。 

 先ほどＢ委員や、Ｆ委員がおっしゃったように数字変えたらクリアするのかと

いうところでしたが、今よりは当然よくなると思います。ただ、ゼロにはならな

いと思います。それから、光化学スモッグ注意報については、これはＶＯＣです

とか排気ガスの影響だけではなく、気象状況にもよりますので、こちらもゼロに

はならないと思います。 

Ａ 委 員  光化学スモッグ注意報が発令されると、小学校などでは野外の活動は中止とい



 

9 

うことで、プールをしていても校庭で体育をしていても、みんなすぐにやめて家

の中というか、校舎の中に入るというふうになっているんですけれども、光化学

スモッグ注意報が発令されなくなると、実態は変わらないのに野外での活動がで

きるという状況になると思うんですね。数年前に沓掛小学校で光化学スモッグ注

意報が発令されてぐあいの悪くなっちゃった、プールにいた児童が何十人か出た

という、窪地のところなので空気がたまりやすいんじゃないかというのであった

んですけれども、数字さえクリアすればそれでオーケーではなくて、やはり子供

たちの健康とか、ほかの方たちへの健康を守るために今まで発令されていたのか

なと思うので、何を目的に数字を変えるのかというのがよくわからないんですけ

れども。 

環 境 課 長  光化学スモッグ注意報の基準を変えるわけではありません。光化学スモッグと

いうのはさまざまな要因で起きています。たしか、副部会長から細かいご説明を

いただいたことがあったかと思います。審議会のときに、非常に難しい、学者も

ずっと常に研究しているというご説明がありました。中国大陸からの影響もある

というようなお話もいただいたような記憶があります。 

 ただ、光化学スモッグ注意報は、今、委員おっしゃったとおりです。学校のこ

とをおっしゃいましたが、光化学スモッグ注意報発令は、区民へのアナウンスを

しますけれども、その前に「学校情報」というもう一つ厳しい基準があるので

す。それが出ると、区民の皆様には放送しませんけれども、学校には全部伝えま

す。十分注意してください、できれば屋外での活動をやめてくださいというのが

あって、これもリアルタイムで、もちろん東京都が全部測定していますけれど

も、東京都から情報が来て、それを各学校に伝えています。もちろん、児童・生

徒の健康・安全の確保というのはこれまでどおり対応していくというところで

す。 

 今、議論の内容の一番根幹というのは、光化学オキシダントという物質があっ

て、その光化学オキシダントというのが光化学スモッグの発生の要因になります

けれども、実は光化学スモッグはそれだけではない。また、光化学オキシダント

は環境基準を全くクリアしていないわけではない、そんな中でこの数字をどう扱

っていったらいいかというところが非常に頭を悩ませているという状況です。 

副 部 会 長  ありがとうございます。 

また少し補足しますと、別に基準が緩くなるわけではなくて、非常に現実的に

考えていて、１時間値で年間１時間１回でも0.06ppmを超えてしまったら、それ
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は環境基準を超過ですよという判断なのです。ほかの物質と全然違うんです。厳

し過ぎちゃうんです。 

 そんなことを目標にするよりは、現実的に0.120ppm、もしくは学校適用のもの

は低いのかもしれないんですけれども、それで子どもたち、もしくは区民の、国

民もそうですけれども、健康に対する影響に関して注視して、そこが超えないよ

うな対策をしたほうがより現実的でしょうということなんです。低いところばか

り見ていて、実際にはずっと未達成なわけです。それでは意味ないので、少なく

とも0.12ppmを超えないような対策をというふうに考えるんですが、原因として

ＮＯｘ（窒素酸化物）、ＮＯ２というここでは二酸化窒素をはかっているんです

けれども、それとＶＯＣ。後で出てくるんですけれども、揮発性有機物質が中心

としての原因物質です。あとは先ほど課長がおっしゃったとおり、気象状況なん

です。気温であったり日射であったりで決まってくるんですが、ＮＯ２に関して

はデータを見ていただければわかると思います。基本的には環境基準を達成する

濃度で低下している傾向が見られていたと思うんですけれども。 

 環境白書資料編18ページの左下に、年間値でしょうけれども、基本的には低下

傾向である。そうすると、ＮＯ２自体は平均ではあるけれども低下している。そ

れに対して先ほどのＶＯＣ揮発性有機物質に関しては多分、メタンぐらいしか、

メタンも測定していないのかな、連続測定みたいなのはしていないんですが、総

量的な対策として後でこの次に出てくる適正管理化学物質というところで対策は

できるでしょう。そういった対策によって少なくとも非常に高濃度になるような

現象を抑えることをこの区の中ではできるんじゃないかというような位置づけに

なっています。要するに、低いところばっかり狙っていくよりは、実際に健康影

響が出てくるような高い濃度にならないような対策を考えていきましょうという

ふうになっています。 

 ちなみに、先ほど交通量も減っているので、自動車からのＮＯ２濃度というの

も当然下がるだろうというのは予想されるわけなんです。 

 ですので、決して基準が緩くなるとか、そういうものではなくて、もう少し現

実的に見ているというふうに私は受け取っておりますが、どうですか、課長、そ

のあたりは。 

環 境 課 長  全てお話しいただいたとおりだと思います。 

Ｆ 委 員  杉並清掃工場の会議もあったりして、ちょうどでき上がるので、大気汚染の話

がいろいろ出たりしました。同じように資料拝見したりしたんですけれども、例
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えば16ページの光化学オキシダント、これが一番問題になったんですけれども、

環境基準を超えた時間数なんですけれども、区役所の前が257時間なんですけれ

ども、久我山のほうはほぼその倍なんですね。500時間近く、多分、僕の私見で

すけれども、やはり、自動車等がかなり関係しているんじゃないか。なぜかとい

うと、環八のあたりは交通量はともかく、関東で有数の渋滞の地域でございます

ので、あそこを渡るだけで10分も15分も自動車が待たなくちゃいけないぐらい、

そういう意味では自動車の影響がすごく大きいのかなというようなことを、やは

り考えています。 

 そういう意味では、さっき、大気とか中国とかいろんな環境がほかの要素にも

たくさん左右されるんだというんですけれども、日本中がみんな同じような光化

学オキシダントならあれなんですけれども、やはり東京が多い。もちろん、自動

車も多いんですけれども、そういう意味では、やはり杉並は環境基準のトップを

走っている区ですので、もっと具体的にどういう対策が必要かは一つ一つ突き詰

めなくちゃいけないかなとは思っています。 

 確かに、この基準がすごくきついので、これが0.07ppmになることがどれだけ

影響があるかどうかは知りませんけれども、それは専門家のご意見として、しか

し、ほかの要素が大きいんだということで仕方がないんだというのは基本的には

間違っているかなと思っています。 

副 部 会 長  すみません、また補足というか、まず、16ページの杉並区久我山のところに

は、測定室に面した幹線道路というところは記載欄がないですね。14ページを見

ていただきたいんですけれども、環状８号線との距離からすれば富士見ヶ丘局の

ほうが近いと思うんです。ですので、一概には自動車の影響というのは考えられ

ないと思います。 

 あと、見た感じですけれども、明らかに、富士見ヶ丘のほうがほかの幹線道路

との近さから考えると大きいのかなという気はします。井ノ頭通りが杉並局の近

くを通っていたりもするんですけれども、それだけではなさそうな気はします。 

 それから、基本的に、ちょっとデータ古いかもしれないですけれども、過去と

いうか、ここ五、六年前ぐらいの話ですけれども、全国的に光化学オキシダント

の環境基準を達成している率というのは0.3％とか、そんなレベルです。例えば

ですけれども、意外かもしれませんけれども、山梨の山の上のほうとかはオキシ

ダント濃度は高かったりします。全てが人間の活動によってできているものとも

限らない部分もあるし、先ほど言ったような、全て中国のせいでもないです。そ
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れは本当にまれな気象状況のときに日本まで流れてきますというのは一応、研究

成果としてはあるので、全てが全て外的要因ではないです。 

 ただ、その一方で、委員がおっしゃるとおり、いわゆる都心というか、大阪で

あったり名古屋であったり東京であったりというところの、オキシダントの濃度

が高いであろうということは間違いないことなので何か対策しなきゃいけないの

です。 

 前にも申し上げたとおり、この区の中にはほとんど工場がありません。あると

したら、さっき言ったような、自動車と小規模のものぐらいなんです。それに対

して積極的に施策をするのかどうかというのは行政の判断になってくるところで

すけれども、川崎で働いていた経験からすると、明らかな産業的な要因というわ

けではない、本当に住宅地の中でどこまでできるのかというのは非常に難しい議

論だと思います。ですので、先ほど申し上げたとおり、この区としてやれること

というのは何なのかという中で、恐らく事務局側としては、後で出てくる化学物

質の適正管理だったら何とかできるんじゃないかというようなご判断なのかなと

いうふうに思っております。 

もちろん、何もしないというのはよくないわけですが、現実的にできることが

何なのかというところが実際に政策を動かしていく方々の悩みかと思いますの

で、私としてはそのように解釈しております。 

Ｆ 委 員  これも清掃工場のときの会議で発言したんですけれども、基本的に自動車の排

出ガスの低減に何がいいか。やはり、基本的には電気自動車とか、ハイブリッド

とか、別に自動車会社の宣伝をしているんじゃないんですけれども、少なくと

も、公用車はどんどん変えるべきでしょうし、もう一つ、清掃工場の会議で出た

のは、ごみ収集車です。前も話しましたけれども、これから９月にでき上がりま

すけれども、よその区からもどんどんごみが入ってきます。よその区からのごみ

収集車の中身は今までの杉並区と同じだろうかというようなことが、これもちょ

っと問題になっています。 

 というのは、ごみの集め方も区によって違ったりしますので、そうすると、ご

み収集車の中に何か変なものが紛れ込む可能性が多いかなというようなことも含

めて、その対策とごみ収集車ですね、川崎のお話でもありましたけれども、川崎

市では具体的に電気のごみ自動車の施策が始まっているようなところもあるとか

聞いていますので、杉並区でも採用になるかどうかは別にして、そういうのをど

んどん率先して検討したらいいかなというふうな発言を、ちょっと、この間の会
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議ではしました。 

環 境 課 長  環境課は、現在も自動車からの排出ガスの抑制を進めることを重要な項目で掲

げている、これは引き続き考えています。 

昨年、リース契約で水素自動車を１台導入しました。また、国が車に限らず水

素社会という計画をつくって進めています。 

 その車も、今、皆さんが乗れる車というのは、トヨタとホンダしか出していな

いのです。これがだんだん普及していけば、内燃機関のガソリン車から変わって

いくだろうということがあり、これは東京都も推奨しています。もう一つは、Ｆ

委員がおっしゃった電気自動車というものの普及促進を、国を挙げて取り組んで

いるところで、私どももそういった機会を捉えてやっていきたい。 

 区で導入した水素自動車については、ホンダの車なのですが、これは約750万

円ぐらいです。ところが、これには国と東京都から補助金が出まして、５年間で

すけれども、350万円でリースすることができました。つまり、これは国がそう

いう政策に取り組んでいるということだろうと考えています。 

 ただそうは言っても、水素自動車ですから水素を充填しないとだめですから、

ガソリンスタンドみたいな水素ステーションがインフラ整備されないと、困って

しまいます。杉並区が導入したきっかけとしては、高井戸警察署の隣に水素ステ

ーションがあったからです。少し話がそれて恐縮ですが、電気自動車はフル充電

しても確か200kmぐらいしか走れません。水素自動車はもっと走れます。例え

ば、１回充填すると杉並から渋滞もなくスムーズに、一定程度のアクセルでずっ

とふかしていけば浜松あたりくらいまで往復できるくらいの能力を持っている車

です。 

 ただ現状は、バックオーダーを確か二、三年抱えているそうです。ということ

は、それだけ人気があるということなのです。ですから、今「私も買おう」と思

ってもすぐには買えない状況ではあります。ただ、これは地球温暖化ですとかさ

まざまなものの解決策の一つであるということを柱にして、杉並区としてはこれ

を皆様にお知らせして普及促進の一翼を担えたらと思っています。 

 それから、清掃車両ですが、これはディーゼルです。ディーゼルは一番環境基

準が高まっていて、ガソリン車よりいいのが出ていて、それをメインで使ってい

ます。これは23区統一でいろいろ対応しなければいけない課題がたくさんありま

す。23区が統括している清掃一部事務組合は、清掃工場の適切な更新・管理をし

ていますが、清掃車両についても研究・調査をしていると思います。先ほど、川
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崎市についてのご発言がありました。これは副部会長が川崎市のことをもしご存

じでしたらお話しいただきたいと思いますが、電気自動車、あるいは水素自動車

の清掃車が出れば、たくさん出てきたらそれにシフトしていくというのはあると

思いますが、まだありません。 

 東京都が１台だけ水素を使った都バスを入れました。これは確か晴海とどこか

をつなぐ路線で走っています。メーカーがこれで採算がとれなければ作れないと

思いますが、国や東京都がバックアップする施策を持っていますので、メーカー

がそれに応じて業務車両、バスもそうですし、清掃車もそうです。そういったも

のが次世代自動車に変わっていけば。ただ現状では、川崎市も実証実験というレ

ベルで清掃車を入れていると思います。 

 川崎市の清掃局が全車をクリーンエネルギーの車に変えてはいないと思うので

すが、それは実証実験ですから、そこで積み上げたデータがあるはずです。市

や、神奈川県、それから国にデータをバックしていると思います。その中で、公

共部門もどのように排ガスや、地球温暖化を抑制する方策はないかというのは考

えていく一つのテーマとして、調査研究を進めているのではないかと思っていま

す。 

副 部 会 長  どうぞ。 

Ｄ 委 員  自動車道に起因する大気汚染の問題ですけれども、ここに掲げてある、例えば

ＰⅯ2.5（微小粒子状物質）とか光化学スモッグとか光化学オキシダント、こう

いう問題は非常に広域的に対応しないと、杉並区単独で対処できることが限られ

ていると思うんです。区独自でできることは何があるかということを考えてみま

すと、例えばここに書いてありますように、クリーンエネルギーを使用する電気

自動車とかハイブリッドとか、そういったものを促進するとか、あるいは、もっ

と、車で行かなくて自転車で行ける、自転車を促進するといったようなことを、

それは区独自でできますので、例えば対策の一つとして、こういうクリーンエネ

ルギーを使った自動車を、例えば事業者の方で購入された場合に奨励金を少し出

すとか、あるいは自転車の場合は、杉並区では一部ありますけれども、自転車専

用道路ですか、それをもっと広範に普及していくといったようなことが、これは

杉並区単独でできますので、こういうオキシダントとか光化学スモッグとかＰＭ

2.5の、そういう規制値を表現されるのは結構ですけれども、これは多分、杉並

区単独では達成できない、さらに境界がないですから、例えば中国の砂漠に植林

でもしてもらわないとＰＭ2.5はおさまらないとか、そういった話ですので、そ
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れは一応、目標値としては掲げておいて、具体的に杉並区で取り組むほうにアク

セントを置いたほうがいいんではないかなという気がいたします。 

環 境 課 長  ありがとうございます。Ｄ委員おっしゃったように、公共交通機関、自転車、

徒歩を使いましょうというのが現行の環境基本計画に書いてあるので、これを継

続していきたいと思っております。 

 自転車レーンのお話がありましたが、物理的になかなかつくれないのです。も

う何年も交通対策課で研究をしていました。もしかしたら委員の中でご記憶のあ

る方がいらっしゃるかもしれないですが、中杉通りで実験をしました。でも、う

まくいかなかったのです。それは、コインパーキングを全部なくさなくてはいけ

ないとか、荷さばきの車が道交法の違反しない範囲で荷さばきをやっています

が、その荷さばきのトラックがいたら自転車専用レーンがつくれないなど様々な

課題があり、結局、中杉通りでは実際にはできませんでした。 

 現在は、自転車のレーンということで、道路に路面表記をしています。自転車

の形をしたプリントをしていて、自転車が安全に通るということがあります。自

転車を使うのは促進する、そうすると交通安全もやらなければいけません。自転

車は必ず左側通行ですよ、道路交通法の車両ですよ、というのを皆様にお示しを

して、「逆走しないでください」それを皆さんが守れば安全に自転車通行できま

すというのがあって、それをできるところから進めているところです。これは環

境につながることですから、私どもとしても考えているところです。 

Ｃ 委 員  今のＤ委員の意見とほぼ同じなんですけれども、いわゆる、こういう問題につ

いてはなかなか区だけではやりにくいところもあるということは事実だと思いま

すので、そういう意味では、今のＤ委員のほうのお話にも出ましたけれども、Ｅ

Ⅴ（電気自動車）等への補助金というんですか、先ほど環境課長がおっしゃっ

た、水素自動車というのはある意味ではシンボル的なものであって、まだまだ、

うん千万円の世界というふうに言われていますので、今は実際に実用化になって

いるのは恐らくＥＶで、私の近所の方も持っていらっしゃる方もいらっしゃるの

で、国から多少援助があるかと思いますけれども、杉並区としてもっと普及させ

たいということならば、そういうものに対する援助をやる、多分、今はやってい

ないんですよね、杉並区としては。そういうものをやるというご覚悟があるかど

うかとか、あとは、私も正直、ふだん車も乗っていますけれども、これも杉並区

だけでは難しいんでしょうけれども、やっぱり、走っていて排出ガスが多いの

は、やっぱり先ほどＦ委員がおっしゃっていましたけれども、渋滞とか、そうい



 

16 

うものが多いとどうしても出るガスが多い、そういう意味ではふだん運転してい

ますと信号のコントロールというのが本当にこれやっているのかな、いろいろ文

献等を見ますと、信号コントロールを日本全国、世界的にやっているところもあ

るんですけれども、要するに、せっかく走ったのにまたすぐとまっちゃうという

ことで、幹線道路等はもう少し全体の流れをよくするような工夫をすれば、排出

ガスそのものは大分減るんじゃないか。私も自動車会社にいましたので、正直、

車自身の排出ガスの低減は、燃費も含めてかなり努力をしてよくなって、ちょっ

と自動車会社のほうの肩を持つようですけれども、よくなっていますので、これ

を本当にもっと下げようということになればＥＶとか、ハイブリッドも最近は大

分普及していますけれども、こういうものに対してもっと積極的に導入に対し

て、杉並区として何かご意見があるかどうか、お伺いしたいと思います。 

環 境 課 長  ありがとうございます。 

確かに、現状では水素自動車は象徴的なものです。今、Ｃ委員おっしゃったよ

うに、ＥＶは増えています。全国で見れば東京都の保有台数が一番多いのですけ

れども、少しずつですけれども増加しています。確かトヨタもＥＶをつくるとい

うようなことを表明しておりました。 

 補助制度についてですが、杉並区はさまざまな、補助制度を持っております

が、今度の環境基本計画でＥＶを促進するために補助制度を作りますとは書けま

せん。しかし、普及啓発というのは盛り込んでいきたいと思っております。 

 それから、次世代自動車があってもインフラが整備されなければだめだという

話をしました。水素ステーションで言えば、首都圏は徐々に増えているのです。

首都圏でたしか十五、六か所ぐらい、その一つが杉並区にあるのですけれども、

ＥＶについては、家庭で充電できるわけです。 

 それともう一つ、急速充電器と普通充電器というのがあり、普通充電器にＥＶ

の車をコンセントに差しておくと大体一晩、７時間とか８時間で満タンになりま

す。急速充電器というのはそれが30分ぐらいで満タンになるシステムで、それを

昨年度、高井戸地域区民センターの駐車場に設置しました。これは経産省の補助

があり、それを活用して設置したものです。 

 今後もどこでもというわけにはいきませんけれども、国の補助制度がある限り

は、１か所だけではなくてもう少し急速充電設備を増やしていきたいと思ってい

ます。 

 これは例えば、予定外の渋滞とか何かではまってしまって、満タンに充電して
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いたのに想定外で減ってきたというときにどうしよう、となりますね。ＪＡＦを

呼ぶというわけにもいかない。そんな時に充電設備が、杉並区内で結構あればす

ぐ充電できる。それを想定しております。公共施設に設置するというのは、その

ような使い方をしていただく。大抵の皆さんはフル充電にしてご家庭から出られ

ると思います。その後何かのときに減ってきたな、少し買い物で幾つか回った

な、少し先に区の施設があったなというところに行って充電をするという考えで

整備をしていきたいと思っています。 

 それからもう一点、補助制度ですが、急速充電器と、普通充電器もスタンドに

なっているのがあるのです。200ボルトで充電できる、それがご家庭のコンセン

トみたいなものですけれども、もう少し性能がいいのがあります。普通充電と急

速充電というのがあって、急速充電のほうが数百万円かかります。普通充電は数

十万円で設置できるのですけれども、この設置補助をしております。 

 ただ、昨年度から始めたのですが、申請はゼロでした。ご家庭では普通に１晩

置いておけば充電できるというのがあるでしょう。急速充電ですと、補助は何分

の一かになりますので、数百万のものを個人のお宅で設置することはなかなか考

えられないのです。ですから、集合住宅で考えました。集合住宅で駐車場のとこ

ろに管理組合の方からご申請をいただいてそこに設置する。あるいは、区内の事

業者の方、そういった方も補助対象にしております。今年度も補助制度がありま

すので、広報の仕方も工夫していかなければならないというところです。 

副 部 会 長  ありがとうございます。 

 ほかに、どうぞ。 

Ｉ 委 員  ちょっと基本的なことをお伺いいたしますけれども、まず、区の測定基準値の

地域の選定については、杉並区内の測定地域の件数場所がどのように選ばれたの

かという基本的なことをお伺いしたいことが一つ、そこだけお伺いさせてもらい

ましょうか。 

環 境 課 長  環境白書資料編の14ページをご覧いただきますと、常時測定している区の測定

室ですけれども、基本的に幹線道路のところに設置しております。やはり、大気

汚染というのは自動車に起因するところが非常に大きなものですので、幹線道路

のそばに測定室を設置しているということです。 

 参考ですが、22ページをお開きください。今申し上げた区の測定室は常時観測

しているところですが、それにプラスして、期間は限られているのですが、測定

しているところがあります。22ページに自動車の排出ガスの窒素酸化物の連続測
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定というのがあります。これは国と東京都と一緒に行っている事業で、自動車の

排出ガスに特化して測定しているものです。期間を定めてこれだけの箇所数で測

定しています。 

 同じく25ページをお開きいただくと、どこで測定しているのかというのがご覧

いただけると思います。４カ所の幹線道路以外に、同じ幹線道路でも南北ですと

か東西ですとか、そういったところを増やして測定しています。ただ、これは常

時測定ではなく、期間を定めてデータをとり、そして、東京都で集約して、国に

データを上げていく、そういったこともやっています。 

Ｉ 委 員  先ほど、各小学校のほうの防災無線というんですか、そういうところでもって

もし光化学スモッグ注意報とか出たときには警報のサイレンみたいなのが今鳴っ

ていますよね。それは今、杉並区内の学校設備のところは全部設置されているん

でしょうか。 

環 境 課 長  光化学スモッグ注意報は区の防災行政無線で流しています。参考として、光化

学スモッグ注意報は0.12ppmで発令されますが、その前の段階で学校の子どもた

ちに注意しなさいというのがあって、それは東京都からリアルタイムで各市区町

村に送られます。それを受信するとすぐに各学校に情報を流す、そういう仕組み

があります。 

Ｈ 委 員  内容と関係ないんですけれども、申しわけございません。基本目標ⅡとⅢがあ

るので、その辺、バランスよくお願いしたいと思います。 

副 部 会 長  基本目標のⅡは、今、大気汚染ばかりご意見ありましたが、下の水質汚濁とそ

の他の騒音のところもございますので、もしご意見、ご質問等ございましたら、

どうぞ。 

 なければ、私のほうから伺いたいのは、水質汚濁で厳しめに1.0㎎/ℓとなって

いるんですが、先ほど少しお話ししたのは、該当河川によって実は環境基準が異

なっていて、それをえいやとやっているというお話だったと思うんですが、３河

川、４河川、それぞれ、別の設定ということなのでしょうか。 

環 境 課 長  河川の水質について、環境白書の資料編、44、45ページに数値を記載していま

す。ここには河川ごとの基準値は書いていないのですが、河川の等級によって基

準値が変わっています。非常に汚濁がひどいところは抑制しなければいけません

ので数値を厳しくしたりとか。ただ、工場があって、その中を通っている河川

と、杉並区の住宅街を流れている河川とはまた成り立ちが違いますので、それに

あわせて東京都が数字を決めているということです。数字がよくなってくるとさ
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らにまた高くしてくるというのもあり、基準値を、ここではお示しはしていない

んですが、３河川、確かに、数字が少しずつ変わってはいます。 

副 部 会 長  今回、環境基準の1.2㎎/ℓ、ＢＯＤをそれ以下にしますというものを環境基準

100％達成を目標に変えるというのは、より厳密に、一つ一つの河川で見るとい

うふうに、別に緩めたというわけではなくて、より厳密に見ていきたいというこ

となんでしょうか。 

環 境 課 長  おっしゃるとおりです。現状1.0mg/ℓというのは数値を高く掲げている、それ

でもいいのではないかというご意見もあると思います。このままということもあ

ると思うのですけれども、今、副部会長おっしゃったように、河川ごとに神田

川、妙正寺川、善福寺川、河川ごとに環境基準がありますので、それをクリアし

ますよ、そのために河川のＢＯＤ環境基準100％達成というような表現にしたら

どうかというのが事務局の案です。 

副 部 会 長  ありがとうございます。 

 ほかの方からご意見なければ、また私のほうからなのですが、まずは道路騒音

の環境基準（昼間）となっているんですが、緑の資料を見ると昼間は100％達成

みたいな形で書いてあるようにお見受けしますが、既に達成しているものを目標

にするというのも少しどうかなと思うんですけれども、そこはどのようにお考え

ですか。 

環 境 課 長  現状は、例えば車の環境性能イコール騒音とつながるかどうかというのは少し

違うと思いますけれども、路面の状態、路面とタイヤの摩擦によって一番騒音が

出る。専門家の委員もいらっしゃるので間違っていたら直していただきたいので

すけれども。ちゃんと補修されていれば騒音はある程度抑えられるであろう。放

射５号線の整備をしておりますけれども、東京都が、非常に音を抑制するような

アスファルト舗装をしたと言っていました。幹線道路は車の交通量が多いので音

を低減するような舗装の仕組みがあって、それを導入したということです。た

だ、それはどこでもできるわけではないので、まず道路騒音が現状はクリアして

いますが、区内の道路の状態はどうなのか、自動車の騒音の状態はどうなのかと

いうことでこの基準は引き続き記載をしていきたいと思っております。 

 確かに、副部会長おっしゃったように、これはあえて昼間に限定したら夜間は

どうするのかというのがあって、これは杉並区だけでは対応できないものもこの

中にはあります。ただ、これについては、いろいろ議論がありまして、昼間だけ

引っ張り出して書くのではなくて、現状どおり騒音の関係上達成するという目標
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のままでよいのではないかという議論と、両方あります。 

Ｈ 委 員  先ほどの(2)と(3)が両方一緒に検討されてしまっているような感じになってい

ますが、ＢＯＤのほうですけれども、目標が高いのでは、という話ですけれど

も、これでもＢＯＤ、高いと言いながら達成されていないわけですね。達成され

ていないのに、というのはおかしいかなと思います。 

 それから、騒音のほうは、昼間達成されているからそれで達成すればいいとい

うのは区の中でも議論があるところというお話でしたけれども、そういう感覚は

区民も持っていると思いますので、昼夜、両方の達成というのが必要ではないか

と思います。 

環 境 課 長  実は、先ほどＢＯＤについてですけれども、実は神田川で言いますと、神田川

の環境基準が、今、確認をしましたら5.0mg/ℓなんです。 

Ｈ 委 員  それはいつ決めたものですか。 

環 境 課 長  東京都が現在決めている数値です。 

Ｈ 委 員  それはいつ決定したものですか。 

環 境 課 長  それはわかりません。 

Ｈ 委 員  それが60年ぐらいだったらというか、58年だったりすると、現状と合わないか

な。 

環 境 課 長  そこはいつ決めたのかわかりませんけれども、河川の環境基準は東京都が毎年

ではないですけれども見直しをしています。いつ決めたのかわかりません。現在

の神田川の、ＢＯＤは年平均で1.1mg/ℓということです。おっしゃることもわか

りますが、私どもとしては環境基準をクリアするという、東京都がそういったよ

うに、新しい東京都の環境基本計画で記載をされているので、私どももそうした

いという考えでお話をしたところです。 

Ｈ 委 員  区内もそうですけれども、23区内も合流式になっているんですよね、下水が。

ですから、雨が多くなると、それが河川に流れ込んでというようなこともあるの

で、このＢＯＤというのはいかがでしょう、皆さん、子どもも総合学習で入った

りするわけですから、余り、それぞれの環境基準がどの程度か、河川の環境基

準、今、私はわからないんですけれども、それがこれでいいよと言って緩まって

しまうのはいかがかなと考えます。 

環 境 課 長  ありがとうございます。 

 45ページを見ていただきますと、妙正寺川は1.3mg/ℓ、それから善福寺川が

1.2mg/ℓ、神田川が1.1mg/ℓ、これが杉並区の27年度の年平均値です。ですから、
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これを見ると、非常に川はきれいです。そこにこれで1.0mg/ℓというのをそのま

まにすると、多分、1.0mg/ℓクリアすることは到底無理じゃないかというような

ところがあり、案として考えた次第です。 

副 部 会 長  目標を仮に1.0㎎/ℓ以下に継続したとして、区として、現状でも河川の汚濁を

改善するような方策というのは、どういったことをやっていらっしゃるんです

か。というか、それ以下に下げられる可能性は十分にあるんですか。伺いたいん

ですけれども。 

環 境 課 長  河川は、東京都の河川局が護岸工事とか改良工事をしておりまして、それは水

害対策というのもあります。合流式というのは家庭の排水と一緒になるもので

す。あれをクリアしない昨今は、家庭の排水が大雨のときに河川に流れ込みま

す。ＢＯＤを雨がいっぱい降ったときに測定すると、当然濁っています。そもそ

も家庭排水が流れていなくても大概雨が降れば濁ります。その状態でＢＯＤを測

定すると高くなります。一方で、家庭の生活排水が流れ込むと当然高くなりま

す。それを解決するのに杉並区では合流式をやめてしまうというのは非常に大変

な、多分、東京都全域、区部全域の話になります。そうは言いながらも確かに、

何年も前から区民の方から雨が降ったときに河川に流れるのは何とかしたほうが

いいのではないかというのは聞いております。 

 これは、杉並区単独で何か解決策があるかというと知恵はないです。 

副 部 会 長  審議会としてのご意見としては委員のご意見もありますので、最終的な判断は

もちろん行政になるかとは思うんですが、ちょっと公害、僕も公害はわかってい

るつもりではいましたが、改めてこの23区、特別区というのは特別な基礎自治体

という位置づけがあるのかなというのを改めて思い知らされた部分があります。 

 一番近いのは都だと思うんですけれども、ここでも広域的、総合的に取り組む

必要があるという文章がありますので、区として、もしくは23区として、都に対

してどういう要望をしているとか、そういったところをもう少し区民のご理解を

得るような努力が必要なのかもしれませんね。区ではできませんだけだと、やっ

ぱり納得していただけないのかもしれないですね。 

 そうすると、やっぱり広域行政として都が判断すべきことなので、こういう要

請をしているとか、具体的な提案も実はしていますとか、そういった姿勢を少な

くとも示す必要があるのかもしれませんよねというふうに、少し思ったところで

すが。 

 ほかにどうでしょうか。もうそろそろ次のページに行かなくてはいけないので
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すみません、みどりに行きたいんですけれども、どうでしょうか。 

 どうぞ。 

Ｂ 委 員  もとに戻って意見です。申しわけないですけれども、光化学スモッグ注意報発

令ゼロを掲げて、身近な感覚としてわかりやすい目標とするというご意思はすご

くよくわかったので、それは、私は賛成です。ただ、杉並区は最初に光化学とい

う歴史のところがあって、厳しいながらも数値をずっと掲げてでもだめでした、

でもやっていますという、繰り返しの歴史というのはどうなんでしょう、都が決

定してしまって全国的にそうなって0.07ppmになったから0.07ppmになったとか、

そういうのならわかるんですけれども、まだ全国的にも動いていないところです

ので、全国に先駆けて厳しい環境基準値を持っている杉並区はそのままでもいい

んじゃないかな、私は達成できてなくてもそれを掲げているという杉並区がいい

と思います。 

 以上です。 

Ａ 委 員  川のところで、先週も２回ほど、川に小学生と入って活動していたんですけれ

ども、授業ではいつもＣＯＤ（化学的酸素要求量）を使っているんです。すぐに

結果が出るものですから。やはり善福寺川というのはすごく湧水がぽこぽこと出

ている川で、川自体はすごく力を持っていると思うんですが、汚水が流れ込んで

しまうというところで、雨が降るとその後は値が８mg/ℓ以上とか、悪いものにな

ってしまいます。でも、湧水のところで調べるとゼロというような、とてもきれ

いな水を持っている不思議な川なんです。 

 上流のほうでは、できるだけ合流式を改善しようということで、汚水が川に流

れ込まないようなシールド工法で、すごい大きい下水をつくって、そのまま処理

場に持っていくというような工事を、東京都のほうと杉並区のほうで協力してや

っていると思うんですけれども、この目標が高過ぎるから低くしようじゃないか

というのではなく、やはり、この光化学スモッグと同じように、目標は高くし、

志高く、それに向かって突き進むという区の対応をしていったらいいんではない

かなと、個人的には思いました。 

環 境 課 長  ありがとうございます。そういった意見も出るというのは理解しています。 

 初めにおっしゃった、光化学スモッグ注意報はゼロ、それでいいと思います。

仮に、数字を今度変えたとしても、そこはやはり数字でお示しする必要があると

思います。杉並区はこれだけ頑張ってきたけれども、こういう数字である、それ

に対しての考察などを注釈で入れるとか、わかりやすい表記にしていきたいと思
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っています。 

 それから、ＢＯＤ、ＣＯＤの件もよく、ご意見はわかります。目標を高く掲げ

るのが論理的に正しいというもの、それから、昨今の科学的知見から考えたら、

この数字はやはり少しおかしいというのがもしあれば、私はそれに寄りたいと、

思っています。そこはバランスだと思っていますので、皆様のご意見をさまざま

拝聴いたしましたので、それを総合的に勘案して、会長、副会長と調整をしてま

とめていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

副 部 会 長  それでは、ちょっと…… 

Ｇ 委 員  騒音振動のほうが意見がなかったようなので一つだけ意見を言わせていただき

ます。 

 道路交通騒音振動の測定結果を見ますと、環境基準及び要請限度も超えている

ところの地点も幾つか見られるということなんです。これは、いつもデータとし

ては出てきているんですけれども、これに対する対応というのはどのようなこと

をされているのかというのをお聞きしたいと思います。非常に車の騒音の対策は

難しいかと思うんですけれども、それについてどのように考えていらっしゃるの

かお聞きしたいと思うんです。 

環 境 課 長  このデータは東京都と、警視庁に提供しております。実態はこうだというのを

自治体からお示ししています。先ほど信号機の制御の話もございましたが、警視

庁のほうで道路基盤をどう整備していくか、交通渋滞をどう解消していくかとい

うことを検討する材料として提供しているものです。実際に、区が道路騒音を低

減するために何かしているかというと、それはできないものですけれども、総合

的な施策を進めていく中で数値を警視庁、東京都に提供しています。 

Ｇ 委 員  要請限度というのは、こういった場合には公安委員会に要請もできるという限

度だと思うんですけれども、これに対して要請をされたということは今までにあ

ったんでしょうか、その辺、お聞きしたいんですけれども。 

環 境 課 長  手元に資料ないですが、過去には要請したことがありました。 

副 部 会 長  ちょっと切りがいいので、10分程度、11時まで休憩をさせていただいて、続き

を11時から開始したいと思います。よろしくお願いします。 

  （休憩） 

副 部 会 長  再開させていただきます。 

 基本目標Ⅱの検討は一旦終了させていただきまして、基本目標のⅢの検討に入

りたいと思います。 
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説明を、よろしくお願いたします。 

環 境 課 長  作業シートＣをご用意ください。こちらは環境基本計画の「基本目標Ⅲ 自然

環境が保全され、さまざまな生き物が生息できるまちをつくる」の検討資料で

す。 

 この資料も先ほどの作業シートＢと同じ構成をしております。一番右の欄には

「調査未実施」の記載が２か所あります。これは、現行計画を策定した後に、緑

被率等を調査するみどりの実態調査がまだ行われていないためです。これはおお

むね５年ごとに行っており、今年度が調査の年度になっておりますので、そこを

ご了承いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

副 部 会 長  それでは、特にそれ以上の説明は、よろしいですか。皆さん関心がかなり高い

と思いますので、どうぞご意見、ご質問等。 

どうぞ。 

Ｈ 委 員  とても、今、皆さんが関心あるんじゃないかというところですけれども、私も

一番関心のあるもので、もちろん、ほかの方も関心持っていらっしゃると思うと

ころでちょっと伺いたいんですけれども、区の緑被率ですけれども、これは区全

体でしか今までずっとやってきていないんですけれども、実は、杉並のまちの動

きというので、個性あるまちというか、それぞれの地域がよくわかるように杉並

のまちの動きというのをつくられたと思うんですけれども、それのゾーン区分が

昔は14ゾーンだったんですけれども、今の区分けになりますと８ぐらいに減って

しまっているんですね。それで、それぞれの地域をよく知るためには、それぞれ

の地域の緑被率を25％にすると言ってくださるのが一番いいのかなと思っていま

す。 

 緑被率というのは、全体でいうと、南のほうはすごく緑被率が多いんですね。

それに比べて高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪の周辺はとても少ないわけです、それに比

べて。ところが、全体を見てしまうと、おお、いいじゃんということになってし

まって、その地域、阿佐ヶ谷とか高円寺、荻窪あたりのみどりが保護樹林になっ

ているけれども取り下げはしようがないねと言って、どんどんどんどん減ってき

てしまっているんですけれども、そんなところに歯どめ、ではないんですけれど

も、ちょっとブレーキをかけるためにも、緑被率というのを、これ25％全域では

なくて、何かしら施策を打っていただくようなお考えはないでしょうか。 

みどり公園課長  今、「杉並区みどりの基本計画」で目指しているのは、緑被率25％です。当
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然、各エリア、ゾーンごとによってそれぞれの差はあります。しかし、その中で

ここの緑被率は低くてもいいですよ、こっちは高くしなくてはいけませんよとい

う考えはありません。ですので、全体の中で25％、そして、当然、地域特性があ

りますので、その特性に応じた緑化は必要だと考えています。 

Ｈ 委 員  そういうふうなことを区が考えていらっしゃるということをわかるような形で

環境基本計画の中に盛り込むということはできるんでしょうか。 

みどり公園課長  そうしますと、環境基本計画が地域ごとの目標を定めるというようになるので

しょうか。それは少し疑問です。区としての姿勢、目指していく方向性を定める

というのであれば区全体でもよろしいのかと思いますけれども、個々の地域とな

ってしまうと、みどりだけが地域ごとの目標を定めるというのもまた変な話かと

思います。 

Ｈ 委 員  緑被率はそれぞれで一応見ていらっしゃるということなんですけれども、それ

ぞれの区域の緑被率がもしわかりましたらお願いします。それを教えていただく

際に、14に分割した以前のゾーンでお願いできたらと思います。 

みどり公園課長  一つ一つ細かい数値というのは後で提示をしたいと思います。そして、みどり

の実態調査の報告書がありますので、そこの32ページにそれぞれの緑被率が載っ

ています。また、環境白書（資料編）の54ページをご覧ください。こちらが、以

前は14地域でした。それをまとめていますので７ゾーンです。その数値が載って

います。 

 例えば井草ですと、緑被率が、こちらのほうはみどりが多いほうですので

24.14％となっています。あと、個々の地域、ゾーンについてはこの表を参照し

ていただければと思います。 

Ｈ 委 員  それで、先ほどから言っているんですけれども、このゾーンが少なくなってし

まったことによって地域特性が隠されているというか、薄まってしまって、特色

のある地域それぞれ、いろいろな特色があると思うんですけれども、その特色が

見えなくなってきてしまっているので、14ゾーンで教えていただきたいんです

が。 

みどり公園課長  ですので、54ページに上井草、下井草と書いてある白地の部分があります。そ

れが14地域となっています。そして、上井草と下井草を合わせると、網掛けの部

分、井草ゾーンということになります。 

Ｈ 委 員  ありがとうございます。 

 一番高いところはどこになりますか。 
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みどり公園課長  少々お待ちください。一番高いところですと、そうですね、成田地域の

28.73％です。 

Ｈ 委 員  十分に緑被率、クリアしているわけですけれども、高円寺などは15.9％ですよ

ね。阿佐ヶ谷が17％、荻窪北が28.89％、こういうところがあるということをわ

かるような形のものにして、そちらに向けた対策ができるような基本計画があれ

ばいいなと思っております。 

みどり公園課長  区のほうでは、25％を目標にしていますけれども、それを満たしていないから

そこの地域はだめですよとか、あるいは、満たしているところはもっと減っても

いいですよとか、そういうのはありません。全体としてですので。ただ、この地

域を見ますと、例えば、幹線道路が多いところであったり、あるいは、都立公園

を抱えている地域があることによって緑被率が変わってきますので、そこを一律

にどの地域も25％を目標にということは考えてはいないです。トータルとして

25％を目指していきましょうという見方をしています。 

Ｈ 委 員  トータルで目指していくんだったら、区としては、それじゃあ、成田地区にも

っと増やせばいいやということにならないと思いますけれども、減ってしまって

いる地区があるわけなんですよ。緑被率増やしましょう、増やしましょうと区は

言ってくださっていて、緑被率少しずつ伸びていますというふうなお話を毎回伺

っているわけですよ。でも、地域的に見たら緑被率が減ってしまっている地区と

いうのがあるわけです。それに対する対策がとれるような表現方法をしてほしい

わけです。 

みどり公園課長  表現方法というのは、この環境基本計画の中で、ということでしょうか。 

Ｈ 委 員  どこでやったらいいんでしょうね。 

みどり公園課長  そういう文言は載せていませんので、表はあくまでも参考数値ということで

す。ですので、環境基本計画の目標数値というのは、みどりの基本計画との連動

性といったことがあります。ですので、みどりの基本計画の中では地域ごとの特

性を掲げながらみどりの屋敷林だったらそういうところを保全していきましょ

う、みどりのベルトでつなげていきましょうという、ここの施策が載っておりま

す。 

 環境基本計画に記載している部分というものはそういうこともひっくるめて、

みどりの連続性を高めましょう、あわせて、（２）の目標になっています「自然

生態系の保全」ということで言えば、みどりの総量が増えることによって生態系

も保全できるだろうというところで緑被率の目標が25％を掲げているというとこ
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ろです。 

Ｈ 委 員  何度も申すようで申しわけないんですけれども、杉並区の南に住んでいる人

と、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪あたりに住んでいる人とのみどりに対する感覚は、

南のほうの人はたくさんあるという感覚があるんですけれども、今言った地域の

緑被率が少ない地域の人たちは、あるという感覚がないわけなんですね。できれ

ば、そういうところにある、それこそ屋敷林だったり、それから公園だったり、

いろんなところのみどりが保存されてほしいわけです。ほしいんですよ。そうい

う区民の意向を反映した環境基本計画であってほしいわけです。その辺のところ

を全体で書いてありますと、全体で書いてあって、細かいことはこちらに載って

いますからそれでいいでしょうという、今のお答えなのかなと思うんですけれど

も、地域的なことを考慮した表現を盛ることは難しいんでしょうか。先生はいか

がお考えでしょうか。 

副 部 会 長  難しいですね。このベースとなる考え方として、杉並区基本構想で「支え合い

共につくる 安全で活力あるみどりの住宅都市 杉並」ということですので、恐

らく、みどりに力を入れているということは間違いないと思います。 

 まず、以前働いていた川崎市のイメージでいくと、やっぱり地域特性というの

は当然ありまして、海に近いほうは産業の地域で、内陸に行くほど丘とか山とか

丘陵地、多摩地区とかがあるのでみどりが多い。地域特性という言葉の意味合い

は非常に難しいと思うんですけれども、それぞれにその土地の役割というのを一

応分担させているというようなイメージは持っているんです。特にここは住宅都

市でものすごい工業地域があるわけでもなく、その中で住民も徐々に増えてきた

という中で、住宅が増えて完全な住宅都市になってしまった中で、みどりを新た

に創出することは非常に難しいのが現実だと思います。 

 ただ、今で言う地域特性、既に公園があるところとか屋敷林があるところに関

しては、保全したり、みどりを増やしたりという努力をしていらっしゃるのと、

それとともに、拠点となるところをつないで、少なくとも委員がおっしゃるとお

り、みどりが少ない、もう既になくなっちゃっている地域もあれば多い地域もあ

る。だけど、そこをみどりの多いところを接続することで全体としての量は増や

せるであろうという考えが、恐らくここで書いてあるようなみどりが連続するま

ち並みの形成という意味だと僕は思っています。 

 みどりを増やせる場所に関しては、できるだけ増やしていきましょうという施

策を行っているかと思います。おっしゃるのは、恐らく緑被率が12％のところと
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28％のところがあって、全体として25％ならいいのではないかということですけ

れども、例えばそれを公有地であれば保存したりとか、みどりの公園に整備し直

したりということもあるでしょう。しかし、既に民地になっているところを、例

えば全て買い取るということも非常に厳しいでしょうし、かといって、何もしな

いわけにはいかないので屋敷林を保護したりとか、沿道にはみどりを増やすよう

なことを施策として展開しているというのが現実なのではないでしょうか。12％

だからいいというわけではないし、28％だから十分だろうということもないと思

います。当然、みどりが増えるのが望ましいわけですから、それを全体としての

目標、25％以外に委員がおっしゃるのは、少ないところに対する施策が見えるよ

うな表現にしたほうがいいのではないかということですよね。 

 現実的にできるところのラインが恐らく事務局側のご意見でしょうし、区民側

の理想というか、やっぱり、こうあってほしいという願望は、12％であっても最

終的には25％を目指す努力をもっともっとしてほしいというそのせめぎ合いのよ

うな気がします。その折り合いをどうつけるかというのは、それはちょっと、私

にははっきり言うとわからないです。ただ、少なくとも何もしていないわけでは

ないというのは事実でしょうし、むしろ、ご提案というか、要望するのは自由だ

し、審議会として意見を述べることも自由なので、むしろ、こういうふうにした

らどうですかというようなご提案がもしあれば、事務局側としても参考になるの

ではないかなという気はするんですけれども、どうですか。 

みどり公園課長 

       

 杉並区を全体見ると、例えば特徴あるのが河川だったりします。ですので、そ

ういう河川を中心にみどりの連続性を高めていきますとか、あるいは生態系への

配慮を、そこを中心としながら普及させていきますとかいうことを、みどりの基

本計画の中でも入っておりますので、そういったことをこの環境基本計画の中に

も少しでも反映させながら書かせていただければよろしいのかと思っています。

何らか、区を全体だけではなくて、それぞれの個々の特色もある程度含めたよう

な形で、区としてどうなのかというところを記載するようなことを参考意見とし

て承りたいと思います。 

環 境 課 長  みどり公園課長が申し上げたように、みどりの基本計画にはそういった現状、

Ｈ委員がおっしゃったような地域特性ですとか、地域ごとに何をしていくのか何

が課題になっているか、それがすぐに解決できないこともたくさんありますが、

記載されています。 

 環境基本計画は、先ほどの河川の問題とか、いろいろ環境って全てですよね。
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我々が生きている全てのものですから、自然環境の中に人が生かされているとい

うようなこともあるので、さまざまな計画を横ぐしにして環境基本計画としてま

とめているという意味合いもあります。ですから、都市計画課が持っている計画

ですとか、交通対策課が持っている計画、それからみどり公園課が持っている計

画、これらを丸ごと載せることはできないので、その中から環境を守っていくん

だ、よりよい環境にしていくのだという視点で環境基本計画をつくる。その中に

項目として載せています。 

 ですから、限界はあります。エリアごとにどういう特徴があって、ここはどう

いうふうな施策を展開していきますというのを、全て環境基本計画の中には盛り

込めないというのは今ご理解をいただいていると思います。それは、それぞれの

個別の計画があって、そこで詳細に調査分析をし、計画を定めています。ここの

ポイントについては環境基本計画でも書いて、皆様にお示しをして、じゃあ、み

どりはこういうことが課題で取り組んでいるんだな、詳しくは、それぞれの細か

い計画で対応している。 

 ですから、誤解を恐れずに言えば、杉並区は56万人区民で、細かい事務事業を

合わせれば数万の事務事業を私どもやっております。大都市住宅特性を持ってい

る杉並区でも環境一つとっても、これだけ皆様からさまざまなご意見をいただ

き、それらを我々もできる限り調査研究して施策に反映していくということをや

っているわけです。それぞれ個別の計画があるということは一定程度ご理解いた

だき、あとは今、みどり公園課長が申しましたように、今度の環境基本計画の改

定においては、みどりの部分については表現の仕方ですとか、何を区民の皆様に

お示ししてわかってもらいたいとか、ここは課題なんだというところは構成の中

でさせていただきたいと思います。 

Ｆ 委 員  先ほどもお聞きしましたけれども、例えば高円寺とか阿佐ヶ谷、荻窪という

と、これは住宅地というよりは商業地のところがほとんどだと思います。どこ

の、ほかの駅でもそうなんですけれども、駅の周囲というのはどうしても住宅が

少なくなる。その中でできること、何かいいアイデアがあったらさっき部会長が

おっしゃられたように、あれかなと思って、やはり杉並としては、ほかの民有

地、ここにも出ていますけれども、例えば屋敷林ですとか農地をどうやって守っ

ていくか、これが杉並区としては大きな喫緊の課題なのかなというふうに思われ

ます。 

 それで、屋敷林を個人で守り続けるには限界があるとか、ここに出ていますけ
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れども、杉並区は屋敷林を守る委員会、やっていますね。どんな具体的にご意見

が出ているのか、あるいは農地委員会なんかもあるかもしれませんけれども、そ

こでどういうふうにして、ここのところ、税制が大分変わったりしますので、実

際に、農地を守るとしても、今まで農地だったものが税金が変わってとても払え

ないというようなことがたくさんあるというのを聞いたりするんですけれども、

どんな問題があるのか少し具体的に教えていただければと思います。 

みどり公園課長  屋敷林の方々というか、一定規模の大きさを持った屋敷林の方々とは所有者連

絡会というのをやっています。その中では、やはり木も大きくなって、周りも変

わってきていますので、その維持管理の仕方というのが大変難しいという話が出

てきています。また、周辺環境から寄せられる要望もさまざまでして、屋敷林に

対して夏場の涼しさだけではなく、ほかの部分での弊害というものを感じていら

れる方々も多いというところが課題です。 

 そして、農地につきましては、こちら、部署が変わってしまうんですけれど

も、生産緑地に指定されてから一定の年数をそろそろ迎える時期になっていまし

て、そのときにどうするのか、そのまま宅地にしてしまうのか、それとも農地に

してしまうのかというところを迫られるような状況になっています。ただ、今

回、生産緑地法や、都市緑地法の改正の中で緑地の中に農地というものが定義づ

けられました。ですので、農地も緑地というふうな見方がされます。 

 都市の中では、農地というのは都市化の気象環境を改善する役目があったり、

あるいは、生物多様性の話、そして雨水流出抑制、避難場所、そういうことがあ

りますので、農地を残そうという動きになってきている、守ろうという動きにな

ってきているというところです。 

Ｆ 委 員  屋敷林の話で言うと、例えば、当然、みどりを多く残すんですけれども、落ち

葉がたくさんたまって困るとか、あるいは、虫がたくさん飛んで困るとか、いろ

んな話が出ているのかなと思います。でも、虫を退治しようと思って防虫剤をま

くと、これはまた防虫剤をまいては困るという苦情がたくさん来たりとか、個々

にはいろいろなことがあるのかと思うので、そういう意味では、一つ一つ検討し

ていかないとだめかなというのと、それから、さっき言った生産緑地ですね。農

地で言うとこれが多分一番大きな、大変大きな問題で、多分、ちょうど30年たつ

のかな、もうどこの農家も大変なのかなと思うので、その辺。 

みどり公園課長  2022年問題と言っていますね。 

Ｆ 委 員  具体的に杉並区としてどんな対策を考えていらっしゃるのか、そういうことを
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少しずつ出していただいたほうがいいかなと思います。 

副 部 会 長  どうでしょうか、どうぞ。 

Ｄ 委 員  自然環境の保全のところで、ビオトープのことについてお聞きしたいんですけ

れども、この自然環境の基本計画の主な概要のところには出てこないんですけれ

ども、区民とか事業者の具体的な行動指針の中の一つとして、輪の全部として池

や水鉢などでビオトープをつくりますとありますけれども、これ一つの自然環

境、自然生態系保全のビオトープなんかは典型というのか、非常に象徴的なあれ

だと思うんですけれども、それをもっと強調するような、もっと表のほうに言葉

を入れて強調したほうがいいんじゃないかという気がすることが一つと、それか

らもう一つ、例えば、自然生態系保全とか、みどりが自然に親しめる取り組みの

ところで、もう杉並区でも既にいるかもしれませんが、例えばメダカやトンボと

か蛍が、そういうものが再生するような、そういう環境をつくりますというの

は、これは非常に難しいかもしれませんけれども、一つの目標として夢のある、

そういうことを入れたほうがいいんじゃないかという気がします。これは要望で

すけれども。 

Ａ 委 員  数回前の審議会のときに質問したんですけれども、阿佐ヶ谷の「欅屋敷」とい

うところの屋敷林が消えつつあるけれども、何とかできないのかということで、

それに対して、それは無理ですというふうに、そういう会ではないというふうに

言われたんですけれども、屋敷林を積極的にもっと残していくように施策に載せ

ていただいたらいいかなと思っていまして、洪水対策とか、やはりみどりのダム

というか、洪水が起きたときも多くの水をそこでため込んで一気に川に流れ込ま

ないとか、今、グレーインフラからグリーンインフラに変わりつつあるときに、

それを黙って見過ごすのかというところがすごく心痛めているところだと思うん

ですけれども、もっと能動的にみどりを保全していくのに動きをとれないものか

ということだと思うんです、先ほどのお話を聞いていて。その辺はいかがなんで

しょうか。 

 ただ、この会では現状を記して、残念だったねと言うしかない会なんでしょう

か。どういうことができるのかというのをお伺いしたいと思います。 

環 境 課 長  グリーンインフラは全国的な話で、それぞれ地域特性があって、そこでどこの

まちも自然環境をよくしたいというのは当たり前で、それぞれの自治体が、それ

ぞれの自治体の特徴を捉えながら対応しています。 

 ですから、あえて申し上げますが、杉並区は各所管が最善の努力を払っている
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と思っています。皆様の住宅都市・杉並の環境を守って暮らしやすい、それは環

境だけではなく、経済格差さまざまあります。ですが、最大限、区民のための施

策を日々行っているというふうに私どもは思っていますが、例えば、今、みどり

がテーマになっておりますので、先般来、なかなか厳しいような発言をみどり公

園課長もしておりますけれども、常にどうしたらいいかというのは、専門家集団

がおりますので担当職員が考えております。一方で、自然環境の保全と、それか

ら皆様の経済活動をどのようにバランスをとっていくかというところがあり、こ

れは杉並区が与えられた環境をどう使っていくか、その中でどう改善していく

か、それから皆様の生活実態がどうなっていくかと、さまざま多種多様な需要に

区は答えていかなければいけない。その中で、みどりについてももう少し踏み込

んでというようなご意見が出ている中で、なかなか踏み込んだことが申し上げら

れないというのは、この環境清掃審議会の場が唯々諾々と、事務局の言うことを

そのまま飲み込むのかというと全く違うわけです。ですから、今回、環境基本計

画の改定におきましては、こうした部会をつくって皆様のご意見をいただいて、

それから、部会長も副部会長もおっしゃったように、最後は私どものほうで決め

させていただく、これが行政の責任です。 

 ただ、委員の皆様はいろいろご専門がございまして、その中で、私どもよりは

専門的に研究なさっている方、実際の取り組み、ボランティアなどで取り組んで

いらっしゃる方がいらっしゃると思います。その方々から見れば鈍いよね、杉並

区目標掲げているけど全然実効性がないではないとか、あるいは、この目標は違

うのではないかというのはあると思います。 

 ただ、100％全て盛り込むというのは、これはどの世界でも不可能だと思いま

す。その中で取捨選択をして、今、喫緊の課題は何か、継続して取り組むことは

何か、トレンドは何かというのを考えて、計画をつくっていくというのが行政計

画のつくり方であり、それから、このように部会も設けさせていただいて皆様か

らのご意見をいただく、最終的には反映できないものが正直申し上げてあると思

います。ただ、ここでの議論というのは全部、記録はとっているわけでずっと残

っていくわけです。そして、言ってみれば、私も人事異動でかわることがありま

す。それは、次の環境課長へ必ず引き継いでいって、環境基本計画はずっと続い

ていくもので、時代のトレンドにあわせて、杉並区の現状にあわせて改定を行っ

ていくものです。そのときに記録を見返すということがあります。私も、前回の

環境基本計画を改定したときの記録をさまざま見ました。このときはこういうこ
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とがあったのだな、それからいまだにこのことが大きな課題として続いているの

だなという確認をさせていただきました。 

 そういったことで進めておりますので、少し雑駁といいますか、全体的なお話

をしてしまいましたが、ご理解いただきたいと思います。 

みどり公園課長  先ほどビオトープの話がありました。環境基本計画では、56ページ、57ページ

になりますが、区民と事業者の皆さんにお願いするような、やっていただけるよ

うな行動というところではビオトープという文言が出てきています。区につきま

しては、ビオトープという文言が出ていません。ビオトープということも前面に

という話でしたが、それよりもっと大きいところで生物多様性に配慮した公園づ

くりや、生き物の生息場所の保全というところです。 

 ビオトープといいますと小生態系というところがあります。公園づくりにおい

ては、守れるところは守ってということで、立入禁止、あるいは時間管理という

場所を設けたりしています。そういうものを含めて、生物の生息場所の保全や、

生物多様性に配慮した公園づくりというものを進めています。 

 また、ビオトープがこの区の中でそれぞれ皆さんの見方が違うと思っていま

す。池をつくることや、水鉢を設けることがビオトープだけではなく、ちょっと

した草地を残すことがビオトープだったりというところもあります。ですから、

ここの中ではビオトープづくりだということは書いてはいませんが、そういう生

物にも配慮した活動を進めるよというようなまとめになっています。 

 そして、区として屋敷林保全、何かやっているのという話がありました。平成

26年に緑地保全方針をつくっています。これは、「後世に残したい杉並の屋敷

林」ということで、皆さんから募集して、残していきたいという屋敷林、そし

て、農地が一体になったところが杉並の昔の面影でしょうというところで、屋敷

林と農地の一帯となったところを「杉並らしいみどりの保全地区」としていま

す。 

 ですから、屋敷林の取り組みについて、何もしていないかというと、そうでは

なく、私有地ですので、それぞれの事情も抱えています。そういう中に区が入っ

て、先ほどの屋敷林所有者連絡会にしても、農地の問題にしても、少しずつ、民

の土地ではありますが、区が入って何か残せるような制度などを紹介しながら取

り組めるものは取り組んでいただこうという姿勢で、杉並区は民の中に入ってい

るという状況です。 

副 部 会 長  ほかにどうでしょう、みどりのご意見。 
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Ｉ 委 員 ちょっと雑談的なことになるんですけれども、今、みどりのことに関してなん

ですけれども、主要道路か何かでもって、例えば裏道でもそうなんですけれど

も、木の枝みたいなものがかなり伸び切っていて信号が見にくくなっていたりと

か、それから電線や架線が切れてしまったりとか、いわゆる、木が伸び過ぎるこ

とによっての危険度が増しているところというのも、地域によってはあるんでは

ないかと思うんですけれども、これについての対応策というのは何かされている

のか、お願いします。 

みどり公園課長  その辺につきましては、要望を寄せられることもあります。それにつきまして

は、道路管理者、あるいは警察、あるいは東電が所有者とお話をして改善してい

ます。民有の木ですので、了解なしに切るということはできませんから、そうい

うところは所有者に話しながら対応されています。 

 また、区のほうも保護樹木、保護樹林のような、区が間に入っているものに関

しては、要望は所有者にお伝えしています。 

Ｉ 委 員  しつこくて申しわけないんですけれども、例えば、それでも解決できない場合

というんですか、やっぱり、いつも信号が見えないじゃないかというようなとこ

ろも場所によってはあるかもわからない、その辺の強制力というのは何もなく

て、ただお願いするまでのところでおしまいなんでしょうか。 

環 境 課 長  参考ということで交通安全標識、信号もそうですけれども、いろいろな交通標

識があります。確かに、民家から出ている枝によってふさいでしまったり、非常

に危険な状態になることが多々あります。 

 そのときには、今、道路管理者とみどり公園課長申し上げましたが、道路管理

者というのは都道ですと東京都の第三建設事務所というのが杉並区の中の都道を

全部管理しています。それから、区道は土木担当部が対応しています。そういっ

た場所については、区民の方から連絡をいただくと、すぐ現場を確認して、これ

が民地から出ている民家の所有物であればお断りをして、こちらで緊急やむを得

ないのでこちらでカットするということをやっています。 

 そうは言っても私有物なので、黙ってやるというのはなかなかできないです

が、最大限、本人、所有者の方と連絡をとって、そして緊急やむを得ないときに

はカットしています。それは道路であればそうですし、それから民有地の話を

今、みどり公園課長申し上げましたが、そこは環境課で行っています。ごみ屋敷

ですとか、樹木が敷地に繁茂して適切に管理されていないなど、これは民と民の

ことになりますので強制力はないのですけれども、所有者の方にお願いして対応
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し、さまざまなご相談をお受けしています。 

 ただ、カットしても適切に保全されていないと、どんどんまた伸びてくるの

で、イタチごっことなります。ただ、それは区民の方から常日ごろ要望がありま

すので、担当セクションがなるべく速やかに動くということをやっています。 

Ｂ 委 員  公募のＢです。 

 今さらながらの質問で恐縮なんですが、(2)の生態系保全の取り組みの目標値

として緑被率、挙げられているんですが、総合計画では区民１人当たりの公園面

積も出されていて、割と着々と上がっているところかなと思うのですが、これを

環境基本計画の目標に掲げなかった理由って、もしかしたら前回の何かあったの

かもしれないんですけれども、すみません、全く覚えていないので教えてくださ

い。 

みどり公園課長  総合計画ではみどりと公園ということで主な取り組みをピックアップして載せ

ています。その一つに公園１人当たりの面積が上がっています。こちらは環境分

野ですので、公園ばかりでなく、それを包括的にとらえられる目標をピックアッ

プしたところ、それが緑被率だったということです。公園のほうも、あわせてつ

くっていくという部分はありますが、この中では、例えば生態系に配慮した公園

づくりといったところだと思います。そうではなくて、運動公園ができたりとい

うところもありますので、それがダイレクトに結びつかないだろうというところ

で緑被率を大きくとっているというところです。 

Ｂ 委 員  ありがとうございます。すごい納得です。 

 ただ、今はもうグラウンドですと反対に浸透施設を併設したグラウンドづくり

とか、いろいろ配慮なさっていると思うので、生態系保全だけをうたっている項

目ではないと思うんですが。 

みどり公園課長  新しくできる公園につきましては、雨水浸透あたりにも配慮しています。なお

かつ、新しくできる公園だけではなくて、水害多発地域の貯留改善で、また、そ

の浸透ますを変えたりしています。そういうところも含めますと、１人当たりの

公園面積だけではない部分の数値がありますので、その辺はあらわしにくいとい

うところです。 

Ｈ 委 員  先ほど、それぞれ特性があって高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪あたりは商業地域です

よなんていうお話もあったんですけれども、本当に商業地域というのは駅から近

場だけなんですけれども、そのほかの地域は人口密集地なわけですね。区民の何

十％かは一番人口密度高いですから多くの区民が住んでいるわけで、その区民が
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住んでいるところのみどりという意味で考えていただいたときには、やはりその

地域に昔からいらっしゃった屋敷をお持ちの方々のみどりというのが非常に大き

なウエートを占めているということで、その辺がここの自然生態系保全の取り組

みや地域の１人当たりのみどりといっても、遠くにみどりがあったんじゃやっぱ

り感じられないものですから、地域にみどりがあるような、そういうことが反映

できるような環境基本計画をつくっていただけたらと思います。 

これはお願いです。よろしくお願いします。 

Ｇ 委 員  先ほどの屋敷林の保存のお話で、私の個人的な提案なんですけれども、いつも

杉並区内を歩いているときに、住宅都市ということで、まさにいい庭をお持ちの

お宅というのは結構多いんです。屋敷林もそういう中でも特に大きなところだと

思うんですけれども、一度中に入って見たいなと思っても、やはり個人のお宅で

なかなか見れない。ああいう庭を年に１日とか２日でもいいですので、一般公開

していただけると大変ありがたいなというふうに思うんですけれども、何か、そ

ういうようなのを区のほうで、いろいろ調整していただいて、例えば仮にですけ

れども、みどりの日か何かに、区内のそういう大きなお庭を持っているところ

で、その日だけでも一般に公開していただくというようなことはできないんでし

ょうか。よろしくお願いします。 

みどり公園課長  先ほど、杉並らしいみどりの保全地区を「杉並区緑地保全方針」で定めました

と話しました。その中でモデル地区というのを荻窪と成田で定めています。その

地域は、今回、東京都の制度の、「農の風景育成地区」に指定されました。そこ

にある屋敷林を、７月に屋敷林公開で皆さんに見ていただこうという企画を設け

ています。 

 ただ、個々のお屋敷一つ一つまでの公開というところまではまだいけていなく

て、それを屋敷林所有者連絡会の中で提案したりしながら進めて、屋敷林が身近

なものになるといいと思っています。また、そういうところで愛着が湧いて残し

ていこうよと、周りの人の理解が得られて落ち葉とか日照でも、それ以上恩恵は

受けているよと感じていただいて屋敷林が残るようになってくれるといいなと思

っています。 

副 部 会 長  よろしいでしょうか。 

 では、作業シート３のみどりの基本目標Ⅲに関してのご意見は十分いただけた

と思いますので、もとに戻ります。 

環境課長、お願いいたします。 
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環 境 課 長  ありがとうございます。 

 また次回もありますので、言い漏れたことなどございましたら、その中でお伺

いしたいと思います。 

 作業シートのＡに戻っていただくのですが、会の冒頭で申し上げましたよう

に、これまでご議論いただいたものを作業シートＡの中に皆様のご意見も含み、

それから私ども事務局の考え方も含み、１枚のシートにいたしました。基本目標

Ⅰの低炭素循環型社会についてです。 

 追加の意見などいただけたらと思います。このシートの一番右の新たな意見と

いうところで、これまで皆様のご意見を記載しています。それから、最初の部会

では循環型社会についてのご議論をいただきましたので、そこについても下の

(2)の段に記載しております。 

ご意見などありましたら、いただきたいと思います。 

副 部 会 長  どうでしょうか。作業シートＡの基本目標Ⅰに関しまして、改めてご意見ござ

いましたら、お願いいたします。 

 一応確認ですが、太字になっているところの１つ目、一番右側の新たな意見の

太字になっているところで、適応計画については、他部門の取り組みを含めた記

載にしたほうがよいというのは、先ほどの資料の１番で、国とほかの自治体、東

京都であったり、足立区であったり、目黒区であったりというのを参考に見てい

ただきましたが、関係部署で行っているものを少し取りまとめる形で記載してい

るので、これを参考に、環境部門だけではなく、ほかのところでも取り組んでい

るものは示したほうがいいだろうということですね。 

 下の※は、かなり皆さん前回ご意見がたくさんあったと思いますが、基本的に

はエネルギー消費量がいいんでしょうが、やっぱり、Ｃｏ２のほうがわかりやす

いのではないかということで参考値という扱いがいいのではないかというご意見

だったと思います。 

 それから、簡単なものとしては、省エネ、節電というような、非常にわかりや

すいような目標でもいいのではないかというようなご意見もあったんです。 

 大体、ご意見はまとまってきているかと思いますので、それではよろしいです

か。基本目標Ⅰに関しましては、答申案について事務局側でこれを取りまとめて

いただくという流れでよろしいですか。 

環 境 課 長  副部会長、続きまして、一般廃棄物処理基本計画 答申（案）を今日、席上に

お配りをしてございます。 
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こちらについてごみ減量対策課長からご説明いたします。 

ごみ減量対策課長  ごみ減量対策課長です。私のほうから、今日、席上配付をさせていただいた資

料について簡単に説明をさせていただければと思います。 

 今日は２種類、ホチキスどめされた答申（案）と、ご意見をいただくための作

業シートを用意させていただきました。こちらについてご説明させていただきま

す。 

 この答申（案）ですけれども、こちらはこれまでの第１回、第２回の検討部会

での議論を踏まえて文章にさせていただいたものです。こちらの詳しい議論は、

今日、席上配付していますのでできないということをまずお断りさせていただい

た上で、次回、議論を深めていくためのご案内ということでご認識いただけたら

と思っております。 

 まず、この答申（案）のところのタイトルですけれども、こちらのほうも

「「区民・事業者・区が一体となり、ごみの減量化に向けて取り組んでいける地

域社会の実現」をめざして」ということで、今までのタイトルを少し変えたとこ

ろが作業シートを見ていただくとおわかりになるかと思います。 

 構成としては、「１ これまでの経緯と基本的な考え方」、「２ 杉並区一般

廃棄物処理基本計画に盛り込むべき考え方について」。４ページから具体的な内

容「(1)杉並区一般廃棄物処理基本計画の目標及び方針について」、「(2)杉並区

一般廃棄物処理基本計画に盛り込むべき内容について」を書かせていただいてい

る４つの構成になっております。 

 今日、お手元に配っている前回の意見メモで、ご議論を振り返っていただきた

いのと、議論にあった作業シートＡのところで循環型社会を目指す取組というと

ころでの意見も書かれています。こういったところの内容を踏まえて、事務局

で、内容を整理したところです。 

 そのポイントとしては、まず意見メモをご覧ください。５月17日の内容です。

話された内容、ポイントになって議論したところで、ごみの有料化や戸別収集と

いうことがありました。それとあわせて、資源回収率の目標というのが今33％で

すけれども、それが果たしてそのままでいいのかどうかというような議論があっ

たので、答申（案）でもそういった内容を盛り込んでいます。また、地域の協働

の部分で高齢者や自治会というようなところだけではなく、新しい仕組みづくり

みたいなご提案もありました。 

 それから、戸別収集については、品川区や台東区が行っているので、そういっ
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たところの現状も踏まえて、これから考えていかなければいけないというような

ことがあります。 

 あと、食品ロスの削減も区もきちんと対応していきたいということで考えてい

るところと、災害廃棄物対策について、少し計画の中に盛り込んでいくというよ

うなところ、本当に大ざっぱになるかもしれませんけれども、今までの議論の中

で話が出てきたところということで、振り返っていただけたらと思っておりま

す。 

 そういったことをご認識していただいた上で作業シートを見ていただきます

と、今申し上げたところの振り返りになるところもあります。確認をしていただ

ければ、答申（案）と比べながら、１ページのところではタイトルを少し変えさ

せていただいた。 

 それから、２ページになりますけれども、こちらのほうでは、ごみの排出量

で、今、６年連続474ｇ、最少になっているというようなところも取り上げて、

答申の中に盛り込んでいます。 

 それから、大規模災害への取り組みというようなことを、体制についてきちん

としていかなければいけないというようなことに触れさせていただいています。 

 ３ページについては、ごみの減量というようなところだけ、排出量だけではな

くて、資源の回収率が33％という目標ですけれども、今、資源回収率は横ばい状

態ということで、少し下げるというような議論もありましたけれども、やはり維

持をして、目指していくべきではないかということも踏まえた答申の内容という

か、書きぶりをさせていただいています。 

 ３ページのところでは、総合計画、実行計画、そういったものと整合性を図っ

て、国や都の指針に配慮する必要があるというようなことにも触れさせていただ

いております。繰り返しになりますけれども、食品ロス、それから災害廃棄物の

観点を盛り込むべきだということを書かせていただいています。 

 あと、戸別収集、有料化についても、区民の負担や、政策的なこともいろいろ

あるので、なかなか難しいところはありますけれども、そういったところをきち

んと議論していきましょうというところで、答申（案）に書かせていただいてい

ます。 

 最後の７ページのところで、繰り返しになりますけれども、災害廃棄物の適正

化処理というところで、どこに位置づけるかというところがありました。最後

に、適正処理をどうしていくかということを、短いですけれども触れさせていた
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だいています。 

 私のお話も受けて、次回また議論をさせていただければと思っております。今

の時点で、何かあれば今日お伺いさせていただければと思っております。 

次回の検討部会が７月19日にありますので、いつとは書いていないですけれど

も、できれば１週間前ぐらいまでにいただけたらと思います。こちらに書いてあ

るとおり、紙で用意させていただいているので、このままファクスとかで送って

いただくか、ごみ減量対策課のメールアドレスも書いていますので、記載したも

のをＰＤＦ化した形でデータを送っていただくというのでも構いませんし、この

書式ではなくても、ご意見という形で書いていただいたもの、箇条書きでも結構

です。そういったものがあれば送っていただいて、また答申案を整理させてもら

えればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

副 部 会 長  ありがとうございます。 

 ７月12日ごろまでにファクス、もしくはメールでご意見をいただければという

ことです。簡単なことでしたら、今、この場でさっと聞いていただいても構わな

いと思いますが、どうでしょうか。 

特によろしいですか。 

ごみ減量対策課長  すみません、それで、ちょっと作業シートのところの２ページ目のところ(2)

の⑤、計画進行管理が５ページになっているのですけれども、６ページの誤りで

す。(2)の⑥、災害廃棄物処理適正管理というのが６ページではなくて７ページ

の誤りです。答申（案）を見ていただければおわかりになるかと思いますが、す

みません、間違っておりますので、ご了承いただければと思います。 

副 部 会 長  ありがとうございました。 

 それでは、次回、ご意見が集まった段階でまた改めて確認したいというふうに

思います。 

 本日の議題は、以上ですか。 

環 境 課 長  皆様、本日も長時間にわたり、熱心にご議論いただきまして、ありがとうござ

いました。 

 最後に、事務的なご連絡をさせていただきます。 

今、次の日程を少し申し上げたところですが、次回は７月19日水曜日の午後１

時から開催いたします。次回は、この環境基本計画の最後です。基本目標ⅣとⅤ

の検討、それから、今お示しをさせていただきました一般廃棄物処理基本計画の
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答申（案）について、ご議論していただく予定となっています。開催通知におき

ましては、後日、皆様のご自宅に郵送させていただきます。 

 なお、会議の冒頭で、この計画改定のスケジュールを申し上げたときに、環境

清掃審議会を７月に開催する予定と申し上げておりましたが、この部会の進捗状

況をご報告するというような意味合いもありましたので、一旦、全部終わってか

ら環境清掃審議会を開催して、お示しをしたいと思っておりますので、８月の開

催の予定をしています。ただ、８月は皆様、夏休み、お盆などありますので、十

分に皆様のご予定なども一定程度、確認させていただきながら、なるべく無理の

ない日程調整をさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

副 部 会 長  ありがとうございました。 

 ７月19日が次回、８月に開催するかどうかは、今後、検討ということですか

ね。７月の審議会は行わないということですね、承知しました。 

 ほかに何か、ございますか。 

 ないようですので、以上で第３回計画改定検討部会を終了いたします。 

ご協力、ありがとうございました。 

 


